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地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

内
閣
府
関
係
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
二
章

厚
生
労
働
省
関
係
（
第
六
条
―
第
十
三
条
）

第
三
章

経
済
産
業
省
関
係
（
第
十
四
条
）

第
四
章

国
土
交
通
省
関
係
（
第
十
五
条
）

附
則

第
一
章

内
閣
府
関
係

第
一
条
・
第
二
条

（
略
）

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
（
以
下
単
に
「
指
定
都
市
」
を
「
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下

テキストボックス
別添１
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「
指
定
都
市
等
」
に
、
「
指
定
都
市
所
在
施
設
」
を
「
指
定
都
市
等
所
在
施
設
」
に
、
「
指
定
都
市
の
」
を
「
指
定
都
市
等

の
」
に
、
「
指
定
都
市
）
」
を
「
指
定
都
市
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
都
市
を
」
を
「
指
定
都
市
等
を
」
に

、
「
指
定
都
市
所
在
施
設
」
を
「
指
定
都
市
等
所
在
施
設
」
に
、
「
当
該
指
定
都
市
」
を
「
当
該
指
定
都
市
等
」
に
改
め
、

同
条
第
五
項
中
「
指
定
都
市
所
在
施
設
」
を
「
指
定
都
市
等
所
在
施
設
」
に
、
「
指
定
都
市
の
」
を
「
指
定
都
市
等
の
」
に

、
「
指
定
都
市
を
」
を
「
指
定
都
市
等
を
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
、
第
八
項
及
び
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
中

「
指
定
都
市
」
を
「
指
定
都
市
等
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
項
中
「
指
定
都
市
」
を
「
指
定
都
市
等
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
指
定
都
市
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
第
二
十
九
条
第
一

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
単
に
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
所
在
す
る
」

を
「
指
定
都
市
等
所
在
施
設
で
あ
る
」
に
改
め
、
「
（
都
道
府
県
が
単
独
で
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同
し
て
設
立
す

る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
指
定
都
市
等
の
区
域
内
に
所
在
す
る
」
を
「
指
定
都
市
等
所
在
施
設
で
あ
る
」
に
改
め
、
「
（
都

道
府
県
が
単
独
で
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。
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第
二
十
六
条
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
、
指
定
都
市
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
と
し
て
の
中
核
市
」
を
「
及
び
指
定

都
市
等
」
に
、
「
指
定
都
市
所
在
施
設
」
を
「
指
定
都
市
等
所
在
施
設
」
に
、
「
指
定
都
市
の
長
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
（

都
道
府
県
が
単
独
で
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
中

核
市
の
区
域
内
に
所
在
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
中
核
市
」
を
「
指
定
都
市
等
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
（
中
核
市
に
あ
っ
て
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

附
則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
保
育
室
の
床
面
積
の
特
例
）

２

都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
が
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
保
育
の
実
施
に
対

す
る
需
要
そ
の
他
の
条
件
を
考
慮
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
に
あ
っ
て
は

、
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
保
育
室
の

床
面
積
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
を
標
準
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
改
正
）
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第
四
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
三
項
中
「
定
め
よ
う
と
す
る
」
を
「
定
め
た
」
に
改
め
、
「
、
あ
ら
か
じ
め
」
を
削
り
、
「
協
議
し
な
け

れ
ば
」
を
「
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
設
置
者
は
、
」
の
下
に
「
利
用
定
員
（
」
を
、
「
利
用
定
員
」
の
下
に
「
を
い
う
。
第
三
十
四

条
第
三
項
第
一
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め

、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
の
確
認
に
お
い
て
定
め
た
」
を
削
り
、
「
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
」
を
「
変
更
し
た
と
き
は
」
に
、
「
協
議
し
な
け
れ
ば
」
を
「
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
の
確
認
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
」
を
削
り
、
「
、
前
項
」
を
「
、
同
項
」

に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
を
「
指
定
都
市
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十

二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
に
、
「
指
定
都
市
所
在
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該

指
定
都
市
」
を
「
指
定
都
市
等
所
在
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
」
に
改
め
、
「
（
指
定
都
市
所
在
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
）
」
及
び
「
（
指
定
都
市
又
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は
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
所
在
す

る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
指

定
都
市
等
所
在
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
）
」
を
削
り
、
「
が
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
の
下
に
「
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。

）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
も
の
に
限
る
。
第
五
項
及
び
次
条
第
二
項
」
を
「
利
用
定
員
を
い
う
。
第
七
十
七

条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
「
利
用
定
員
」
と
い
う
」
を
「
同
じ
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
指
定
都
市
所
在
認
定
こ
ど
も
園
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次

条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
当
該
指
定
都
市
の
長
を
除
き
、
指
定
都
市
等
所
在
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
」
及
び
「
指
定
都
市
所
在
認
定
こ
ど
も
園
、
指
定
都
市
等
所
在
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
を
「
指
定
都
市
等
所

在
認
定
こ
ど
も
園
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
指
定
都
市
所
在
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
当
該
指
定
都
市
の
長
と
し
、
指
定
都
市
等
所

在
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
を
「
指
定
都
市
等
所
在
認
定
こ
ど
も
園
」
に
改
め
る
。
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第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
」
の
下
に
「
利
用
定
員
（
」
を
、
「
利
用
定
員
」
の
下
に
「
を

い
う
。
第
四
十
六
条
第
三
項
第
一
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
第
二
十
九
条

第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
第
二
項
中
「
（
第
二
十
九
条
第
一
項
の
確
認
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
に
よ
り
、
前
項
」
を
「
に
よ
り
、
同
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
三
項
第
一
号
中
「
も
の
に
限
る
。
第
五
項
及
び
次
条
第
二
項
」
を
「
利
用
定
員
を
い
う
。
第
七
十
七
条
第

一
項
第
二
号
」
に
、
「
「
利
用
定
員
」
と
い
う
」
を
「
同
じ
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
」
を
「
、
及
び
」
に
改
め

る
。第

六
十
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
定
員
の
設
定
に
関
す
る
第
三
十
一
条
第
三
項
及
び
第
三

十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
調
整
そ
の
他
」
を
削
る
。

第
五
条

（
略
）

第
二
章
～
第
四
章

（
略
）

附

則
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

（
略
）

二

第
三
条
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
項
の
改
正

規
定
に
限
る
。
）
、
第
四
条
（
第
四
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
十
四
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
の

規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日

三

（
略
）

四

第
二
条
、
第
三
条
（
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
四
条
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
四
条
第

一
項
第
一
号
、
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
及
び
第
七
条
の
規
定
並
び

に
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

五

（
略
）

第
二
条

（
略
）
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（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
第
三
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を

受
け
て
い
る
施
設
（
中
核
市
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
中
核
市
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に

お
い
て
当
該
中
核
市
の
長
が
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
新
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
十
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
核
市
の
長
が
し
た
新
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
と

み
な
さ
れ
た
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
都
道
府
県
知
事
が
し
た
旧
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第

一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
新
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
十
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
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第
四
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
第
四
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
支

援
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
三
項
（
旧
支
援
法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第

三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
協
議
の
申
出
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
三
項
（
新
支
援
法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。

第
五
条
～
第
十
条

第
十
一
条

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
規
定
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
認
定
等
の
処
分
そ
の
他

の
行
為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
処
分
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改

正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
認
定
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
等

の
行
為
」
と
い
う
。
）
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る

こ
と
と
な
る
も
の
は
、
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
又
は
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
定
め
る
も
の
を
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除
き
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の

法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機

関
に
対
し
、
報
告
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ

れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
又
は
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
を
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の

相
当
の
機
関
に
対
し
て
報
告
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い

も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
十
二
条
～
第
十
七
条

（
略
）
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地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
表

○

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）（

傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

※

「
現
行
」
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
一
条
に

よ
る
改
正
後
の
も
の

改

正

案

現

行

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
等
）

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
等
）

第
三
条

幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
の
設
置
者
（
都
道
府
県
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

第
三
条

幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
の
設
置
者
（
都
道
府
県
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
又
は
同

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う

単
に
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
設
置
す
る
幼
稚
園
又
は
保

。
）
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
設
置
す
る
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
が
都
道
府
県
（
当
該

育
所
等
が
都
道
府
県
（
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
が
指
定
都
市
所
在
施
設
（
指
定

幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
が
指
定
都
市
等
所
在
施
設
（
指
定
都
市
等
の
区
域
内
に
所
在

都
市
の
区
域
内
に
所
在
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
が
単
独
で
又
は
他
の
地
方

す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
が
単
独
で
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同
し
て

公
共
団
体
と
共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成

設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八

十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
い

号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
施
設
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ

設
置
す
る
施
設
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
）
の
条
例
で
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る

当
該
指
定
都
市
等
）
の
条
例
で
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
都
道
府
県
知
事

旨
の
都
道
府
県
知
事
（
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
が
指
定
都
市
所
在
施
設
で
あ
る

（
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
等
が
指
定
都
市
等
所
在
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
の
長
）
（
保
育
所
に
係
る
児
童
福
祉
法
の
規
定

、
当
該
指
定
都
市
等
の
長
）
（
保
育
所
に
係
る
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
認
可
そ

に
よ
る
認
可
そ
の
他
の
処
分
を
す
る
権
限
に
係
る
事
務
を
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条

の
他
の
処
分
を
す
る
権
限
に
係
る
事
務
を
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
の
二
の
規
定
に

の
二
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
の
委
任
を
受
け
て
当
該

基
づ
く
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
等
の
長
の
委
任
を
受
け
て
当
該
都
道
府
県
又

都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
教
育
委
員
会
が
行
う
場
合
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
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は
指
定
都
市
等
の
教
育
委
員
会
が
行
う
場
合
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
教
育
委
員
会
。
以
下
こ
の
章
及

あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
の
教
育
委
員
会
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
四

び
第
四
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

幼
稚
園
及
び
保
育
機
能
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
に
供
さ
れ
る
建
物
及
び
そ
の
附
属

３

幼
稚
園
及
び
保
育
機
能
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
に
供
さ
れ
る
建
物
及
び
そ
の
附
属

設
備
が
一
体
的
に
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
幼
稚
園
及
び
保
育
機
能
施

設
備
が
一
体
的
に
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
幼
稚
園
及
び
保
育
機
能
施

設
（
以
下
「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
）
の
設
置
者
（
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
等
を

設
（
以
下
「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
）
の
設
置
者
（
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
を
除

除
く
。
）
は
、
そ
の
設
置
す
る
連
携
施
設
が
都
道
府
県
（
当
該
連
携
施
設
が
指
定
都

く
。
）
は
、
そ
の
設
置
す
る
連
携
施
設
が
都
道
府
県
（
当
該
連
携
施
設
が
指
定
都
市

市
等
所
在
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
）
の
条
例
で
定
め
る

所
在
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
）
の
条
例
で
定
め
る
要
件
に

要
件
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
都
道
府
県
知
事
（
当
該
連
携
施
設
が
指
定
都
市
等
所
在

適
合
し
て
い
る
旨
の
都
道
府
県
知
事
（
当
該
連
携
施
設
が
指
定
都
市
所
在
施
設
で
あ

施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
の
長
）
の
認
定
を
受
け
る
こ
と

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
の
長
）
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

５

都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
等
所
在
施
設
で
あ
る
幼
稚
園
若
し
く
は
保
育
所
等
又

５

都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
所
在
施
設
で
あ
る
幼
稚
園
若
し
く
は
保
育
所
等
又
は

は
連
携
施
設
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
の
長
。
第
八
項
及
び
第
九
項
、
次
条

連
携
施
設
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
の
長
。
第
八
項
及
び
第
九
項
、
次
条
第
一

第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

は
、
国
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に

国
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
市
町
村
（
指
定
都
市
等
を
除

す
る
国
立
大
学
法
人
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
市
町
村
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）

く
。
）
及
び
公
立
大
学
法
人
以
外
の
者
か
ら
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
の
申
請

及
び
公
立
大
学
法
人
以
外
の
者
か
ら
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ

が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
か
ど

た
と
き
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を

う
か
を
審
査
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
基
準
（
当
該
認
定
の
申
請
を
し
た
者
が
学
校

審
査
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
基
準
（
当
該
認
定
の
申
請
を
し
た
者
が
学
校
法
人
（

法
人
（
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法

学
校
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
社
会
福
祉
法
人
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二

人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
社
会
福
祉
法
人
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年



- 3 -

十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以

法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ

下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
限
る
。
）
に
よ

。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
、

っ
て
、
そ
の
申
請
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
申
請
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

６

（
略
）

６

（
略
）

７

指
定
都
市
等
の
長
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

７

指
定
都
市
の
長
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
及
び
第
五
項
に
基
づ
く
審
査
の
結
果
、

８

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
及
び
第
五
項
に
基
づ
く
審
査
の
結
果
、

そ
の
申
請
が
第
一
項
又
は
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
お
り
、
か
つ

そ
の
申
請
が
第
一
項
又
は
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
お
り
、
か
つ

、
そ
の
申
請
を
し
た
者
が
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
（
そ
の
者
が
学
校
法
人
又
は

、
そ
の
申
請
を
し
た
者
が
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
（
そ
の
者
が
学
校
法
人
又
は

社
会
福
祉
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
限
る
。

社
会
福
祉
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
限
る
。

）
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
（
そ
の
申
請
を
し
た
者
が
国
、
市
町
村
（
指
定
都
市

）
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
（
そ
の
申
請
を
し
た
者
が
国
、
市
町
村
（
指
定
都
市

等
を
除
く
。
）
又
は
公
立
大
学
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
申
請
が
第
一

を
除
く
。
）
又
は
公
立
大
学
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
申
請
が
第
一
項

項
又
は
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
）
は
、
第

又
は
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
）
は
、
第
一

一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
、
そ
の
他
の
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
、
そ
の
他
の
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計

計
画
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
六
十
二

画
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
六
十
二
条

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

援
事
業
支
援
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。

事
業
支
援
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

）
（
指
定
都
市
等
の
長
が
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、

（
指
定
都
市
の
長
が
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法

同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
都
市
等
が
定
め
る
市
町
村
子
ど

第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
都
市
が
定
め
る
市
町
村
子
ど
も
・
子

も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
達
成
に
支
障
を

育
て
支
援
事
業
計
画
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
達
成
に
支
障
を
生
ず
る

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
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る
と
き
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
申
請
に
係
る
施
設
の
所
在
地
を
含
む
区
域
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第

一

当
該
申
請
に
係
る
施
設
の
所
在
地
を
含
む
区
域
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第

六
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
（
指
定

六
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
（
指
定

都
市
等
の
長
が
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第

都
市
の
長
が
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
六

六
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
都
市
等
が
定
め
る
教
育
・
保

十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
都
市
が
定
め
る
教
育
・
保
育
提

育
提
供
区
域
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
特
定
教
育

供
区
域
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
特
定
教
育
・
保

・
保
育
施
設
（
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を

育
施
設
（
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
い
う

い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
定
員
の

。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
定
員
の
総
数

総
数
（
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る

（
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
も
の

も
の
に
限
る
。
）
が
、
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
に
お
い

に
限
る
。
）
が
、
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
定

て
定
め
る
当
該
区
域
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
必
要
利
用
定
員
総
数
（
同
号
に

め
る
当
該
区
域
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
必
要
利
用
定
員
総
数
（
同
号
に
掲
げ

掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
既
に
達
し
て
い
る
か

る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
既
に
達
し
て
い
る
か
、
又

、
又
は
当
該
申
請
に
係
る
施
設
の
認
定
に
よ
っ
て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と

は
当
該
申
請
に
係
る
施
設
の
認
定
に
よ
っ
て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め

認
め
る
と
き
。

る
と
き
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

９

（
略
）

９

（
略
）

指
定
都
市
等
の
長
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に

指
定
都
市
の
長
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

10

10

、
都
道
府
県
知
事
に
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
写
し
を
送
付
し
な
け
れ

都
道
府
県
知
事
に
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
写
し
を
送
付
し
な
け
れ
ば

ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
等
の
長
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
が

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
が
設
置

11

11

設
置
す
る
施
設
の
う
ち
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等

す
る
施
設
の
う
ち
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
条
例

の
条
例
で
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公

で
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
示
す
る

示
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。
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指
定
都
市
等
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

指
定
都
市
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次

12

12

次
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
取
消
し
）

（
認
定
の
取
消
し
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
等
の
長
は
、
第
三
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
公

３

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
は
、
第
三
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

示
が
さ
れ
た
施
設
が
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等

が
さ
れ
た
施
設
が
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
条

の
条
例
で
定
め
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
同
条
第
十
一
項
の
規

例
で
定
め
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に

定
に
よ
り
さ
れ
た
公
示
を
取
り
消
し
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
さ
れ
た
公
示
を
取
り
消
し
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
備
及
び
運
営
の
基
準
）

（
設
備
及
び
運
営
の
基
準
）

第
十
三
条

都
道
府
県
（
指
定
都
市
等
所
在
施
設
で
あ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

第
十
三
条

都
道
府
県
（
指
定
都
市
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第

（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
。
次

一
項
の
中
核
市
（
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
単
に
「
中
核
市
」
と

項
及
び
第
二
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備

い
う
。
）
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
所
在
す
る
幼
保
連
携

及
び
運
営
に
つ
い
て
、
条
例
で
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

型
認
定
こ
ど
も
園
（
都
道
府
県
（
都
道
府
県
が
単
独
で
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
と

い
て
、
そ
の
基
準
は
、
子
ど
も
の
身
体
的
、
精
神
的
及
び
社
会
的
な
発
達
の
た
め
に

共
同
し
て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に

必
要
な
教
育
及
び
保
育
の
水
準
を
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
。
次
項
及
び
第
二
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
、
条
例
で
基
準
を
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
基
準
は
、
子
ど
も
の
身
体
的
、
精

神
的
及
び
社
会
的
な
発
達
の
た
め
に
必
要
な
教
育
及
び
保
育
の
水
準
を
確
保
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
報
告
の
徴
収
等
）

（
報
告
の
徴
収
等
）

第
十
九
条

都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
等
所
在
施
設
で
あ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど

第
十
九
条

都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
等
の
区
域
内
に
所
在
す
る
幼
保
連
携
型
認
定

も
園
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等

こ
ど
も
園
（
都
道
府
県
（
都
道
府
県
が
単
独
で
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同
し

の
長
。
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
並
び
に
第
三
十
四
条
第
三
項
及
び
第
九
項

て
設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

は
、
当
該
指
定
都
市
等
の
長
。
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
並
び
に
第
三
十
四

と
き
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は
園
長
に
対
し
て
、
必
要

条
第
三
項
及
び
第
九
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め

と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者

る
こ
と
が
で
き
る
。

に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の

他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
学
校
教
育
法
の
準
用
）

（
学
校
教
育
法
の
準
用
）

第
二
十
六
条

学
校
教
育
法
第
五
条
、
第
六
条
本
文
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
条
、

第
二
十
六
条

学
校
教
育
法
第
五
条
、
第
六
条
本
文
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
条
、

第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
七
条
の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
七
条
の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
条
中
「
私
立
学
校
」
と
あ

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
条
中
「
私
立
学
校
」
と
あ

る
の
は
「
国
（
国
立
大
学
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
含

る
の
は
「
国
（
国
立
大
学
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
含

む
。
）
及
び
地
方
公
共
団
体
（
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
以
外
の
者
の
設
置
す
る

む
。
）
及
び
地
方
公
共
団
体
（
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
以
外
の
者
の
設
置
す
る

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合

的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ

的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は

ど
も
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
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文
部
科
学
大
臣
に
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県

文
部
科
学
大
臣
に
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県

知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
等
（
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規

知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
等
（
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に

定
す
る
指
定
都
市
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
あ
つ

規
定
す
る
指
定
都
市
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
あ

て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
の
長
）
」
と
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
該
当
す
る

つ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
の
長
）
」
と
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
該
当
す

幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教

る
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る

育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す

教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
六
項
に
規
定

る
園
児
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
園
児
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
必
要
と
す

す
る
園
児
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
園
児
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
必
要
と

る
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
」
と
あ
る
の
は
「
必
要
と
す
る
園
児
」
と
、
「
文
部
科
学

す
る
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
」
と
あ
る
の
は
「
必
要
と
す
る
園
児
」
と
、
「
文
部
科

大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
」
と
、
「

学
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
」
と
、

も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
支
援
学

「
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
支
援

校
に
お
い
て
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
要
請
に
応
じ
て
、
園
児
の
教
育
に

学
校
に
お
い
て
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
要
請
に
応
じ
て
、
園
児
の
教
育

関
し
必
要
な
助
言
又
は
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
、
同
法
第
百
三

に
関
し
必
要
な
助
言
又
は
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
、
同
法
第
百

十
七
条
中
「
学
校
教
育
上
」
と
あ
る
の
は
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
運
営
上

三
十
七
条
中
「
学
校
教
育
上
」
と
あ
る
の
は
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
運
営

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る

上
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め

。

る
。

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
二
十
九
条

認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
（
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
等
を
除
く
。
次

第
二
十
九
条

認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
（
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
幼
保
連
携
型

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
教
育
保
育
概

認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
と
し
て
の
中
核
市
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は

要
と
し
て
前
条
の
規
定
に
よ
り
周
知
さ
れ
た
事
項
の
変
更
（
主
務
省
令
で
定
め
る
軽

、
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
教
育
保
育
概
要
と
し
て
前
条
の
規
定
に

微
な
変
更
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
都
道

よ
り
周
知
さ
れ
た
事
項
の
変
更
（
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
を

府
県
知
事
（
当
該
認
定
こ
ど
も
園
が
指
定
都
市
等
所
在
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
（
当
該
認
定
こ

は
当
該
指
定
都
市
等
の
長
。
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け

ど
も
園
が
指
定
都
市
所
在
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
指
定
都
市
の
長
、
当
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出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

該
認
定
こ
ど
も
園
（
都
道
府
県
が
単
独
で
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
と
共
同
し
て
設

立
す
る
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
中
核
市
の
区
域
内
に
所
在

す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
中
核
市
の
長
。
次

条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
都
市
等
の
長
は
、
当
該
指
定
都
市
等
が
設
置
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て

３

指
定
都
市
等
の
長
は
、
当
該
指
定
都
市
等
が
設
置
す
る
認
定
こ
ど
も
園
（
中
核
市

第
一
項
に
規
定
す
る
変
更
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た

に
あ
っ
て
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
第
一
項
に
規
定

書
類
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
変
更
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
都
道
府

県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

附

則

附

則

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
保
育
室
の
床
面
積
の
特
例
）

（
名
称
の
使
用
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
が
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
を
定
め
る

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
認
定
こ
ど
も
園
と
い
う
名
称
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し

に
当
た
っ
て
は
、
保
育
の
実
施
に
対
す
る
需
要
そ
の
他
の
条
件
を
考
慮
し
て
主
務
省

い
名
称
を
使
用
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行

令
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で

後
六
月
間
は
、
適
用
し
な
い
。

定
め
る
日
ま
で
の
間
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
に
係
る
保
育
室
の
床
面
積
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定

め
る
基
準
を
標
準
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

※

「
現
行
」
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
に

よ
る
改
正
後
の
も
の

改

正

案

現

行

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
確
認
）

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
確
認
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
定
員
を
定

３

市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
定
員
を
定

め
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な

め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
都

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

道
府
県
知
事
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
確
認
の
変
更
）

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
確
認
の
変
更
）

第
三
十
二
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
は
、
利
用
定
員
（
第
二
十
七
条
第
一

第
三
十
二
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
は
、
第
二
十
七
条
第
一
項
の
確
認
に

項
の
確
認
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
利
用
定
員
を
い
う
。
第
三
十
四
条
第
三
項
第
一
号

お
い
て
定
め
ら
れ
た
利
用
定
員
を
増
加
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
内

を
除
き
、
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
増
加
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
に
係
る
同
項
の
確

か
じ
め
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
に
係

認
の
変
更
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
第
二
十
七
条
第
一
項
の
確
認
の
変
更
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
ほ

３

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
ほ

か
、
利
用
定
員
を
変
更
し
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道

か
、
第
二
十
七
条
第
一
項
の
確
認
に
お
い
て
定
め
た
利
用
定
員
を
変
更
し
よ
う
と
す

府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
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に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
の
責
務
）

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
の
責
務
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
は
、
第
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
小
学
校

２

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
は
、
第
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
小
学
校

就
学
前
子
ど
も
の
区
分
ご
と
の
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
に
お
け
る
前
項
の
申
込

就
学
前
子
ど
も
の
区
分
ご
と
の
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
に
お
け
る
前
項
の
申
込

み
に
係
る
支
給
認
定
子
ど
も
及
び
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
現
に
利
用
し
て
い

み
に
係
る
支
給
認
定
子
ど
も
及
び
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
現
に
利
用
し
て
い

る
支
給
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
当
該
区
分
に
応
ず
る
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設

る
支
給
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
当
該
区
分
に
応
ず
る
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設

の
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

の
第
二
十
七
条
第
一
項
の
確
認
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る

よ
り
、
同
項
の
申
込
み
に
係
る
支
給
認
定
子
ど
も
を
公
正
な
方
法
で
選
考
し
な
け
れ

場
合
に
お
い
て
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
申
込
み
に
係
る

ば
な
ら
な
い
。

支
給
認
定
子
ど
も
を
公
正
な
方
法
で
選
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
基
準
）

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
基
準
）

第
三
十
四
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
教
育
・
保

第
三
十
四
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
教
育
・
保

育
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
（
以
下
「
教
育
・
保
育
施
設
の

育
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
（
以
下
「
教
育
・
保
育
施
設
の

認
可
基
準
」
と
い
う
。
）
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

認
可
基
準
」
と
い
う
。
）
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

認
定
こ
ど
も
園

認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

一

認
定
こ
ど
も
園

認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
又
は
同
法
第
二
百

（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都

五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
の

市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
所
在
す
る
認
定
こ
ど
も
園
（
都
道
府
県
が
設
置
す

区
域
内
に
所
在
す
る
認
定
こ
ど
も
園
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
以

る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
指
定
都
市
所
在
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

下
「
指
定
都
市
等
所
在
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定

て
は
、
当
該
指
定
都
市
）
の
条
例
で
定
め
る
要
件
（
当
該
認
定
こ
ど
も
園
が
認
定

都
市
等
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
条
例
で
定
め
る
要
件
（
当
該
認
定

こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
同
項
の
規
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こ
ど
も
園
が
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場

定
に
よ
り
都
道
府
県
（
指
定
都
市
所
在
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定

合
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る

都
市
）
の
条
例
で
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
同
条
第
十
一
項
の

も
の
と
し
て
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
認
定
こ
ど
も
園
法

限
る
。
）
、
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
条
例

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
（
指
定
都
市
所
在
認
定
こ
ど
も
園
に
つ

で
定
め
る
要
件
（
当
該
認
定
こ
ど
も
園
が
同
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場

い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
）
の
条
例
で
定
め
る
要
件
（
当
該
認
定
こ
ど
も
園
が
同

合
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る

項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
（
指

も
の
と
し
て
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に

定
都
市
所
在
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
）
の
条
例
で
定
め
る

限
る
。
）
又
は
認
定
こ
ど
も
園
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の

要
件
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ

条
例
で
定
め
る
設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
の
基
準
（
当
該
認
定
こ
ど
も
園
が
幼
保

た
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
認
定
こ
ど
も
園
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連

定
に
よ
り
都
道
府
県
（
指
定
都
市
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二

携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
所
在
す
る

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も

の
を
除
く
。
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
指

定
都
市
等
所
在
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該

指
定
都
市
等
）
の
条
例
で
定
め
る
設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
の
基
準
（
当
該
認
定

こ
ど
も
園
が
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

市
町
村
が
前
項
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

３

市
町
村
が
前
項
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

は
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て

は
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て

は
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。

は
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
教
育
・
保
育
施
設
に
係
る
利
用
定
員
（
第
二
十
七
条
第
一
項
の
確
認
に
お

一

特
定
教
育
・
保
育
施
設
に
係
る
利
用
定
員
（
第
二
十
七
条
第
一
項
の
確
認
に
お
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い
て
定
め
る
利
用
定
員
を
い
う
。
第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。

い
て
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
五
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
利
用
定
員
」

）

と
い
う
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
勧
告
、
命
令
等
）

（
勧
告
、
命
令
等
）

第
三
十
九
条

（
略
）

第
三
十
九
条

（
略
）

２

市
町
村
長
（
指
定
都
市
等
所
在
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
当
該
指
定
都
市
等
の

２

市
町
村
長
（
指
定
都
市
所
在
認
定
こ
ど
も
園
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
除

長
を
除
き
、
指
定
都
市
等
所
在
保
育
所
に
つ
い
て
は
当
該
指
定
都
市
等
又
は
児
童
相

く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
当
該

談
所
設
置
市
の
長
を
除
く
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
特
定
教
育
・
保
育
施

指
定
都
市
の
長
を
除
き
、
指
定
都
市
等
所
在
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て

設
（
指
定
都
市
等
所
在
認
定
こ
ど
も
園
及
び
指
定
都
市
等
所
在
保
育
所
を
除
く
。
以

は
当
該
指
定
都
市
等
の
長
を
除
き
、
指
定
都
市
等
所
在
保
育
所
に
つ
い
て
は
当
該
指

下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
者
が
教
育
・
保
育
施
設
の
認
可

定
都
市
等
又
は
児
童
相
談
所
設
置
市
の
長
を
除
く
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は

基
準
に
従
っ
て
施
設
型
給
付
費
の
支
給
に
係
る
施
設
と
し
て
適
正
な
教
育
・
保
育
施

、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
指
定
都
市
所
在
認
定
こ
ど
も
園
、
指
定
都
市
等
所
在
幼

設
の
運
営
を
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
、
当
該
特
定

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
指
定
都
市
等
所
在
保
育
所
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及

教
育
・
保
育
施
設
に
係
る
教
育
・
保
育
施
設
の
認
可
等
（
教
育
・
保
育
施
設
に
係
る

び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
者
が
教
育
・
保
育
施
設
の
認
可
基
準
に
従
っ

認
定
こ
ど
も
園
法
第
十
七
条
第
一
項
、
学
校
教
育
法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
児
童

て
施
設
型
給
付
費
の
支
給
に
係
る
施
設
と
し
て
適
正
な
教
育
・
保
育
施
設
の
運
営
を

福
祉
法
第
三
十
五
条
第
四
項
の
認
可
又
は
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
一
項
若
し
く

し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育

は
第
三
項
の
認
定
を
い
う
。
第
五
項
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

施
設
に
係
る
教
育
・
保
育
施
設
の
認
可
等
（
教
育
・
保
育
施
設
に
係
る
認
定
こ
ど
も

を
行
っ
た
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

園
法
第
十
七
条
第
一
項
、
学
校
教
育
法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
児
童
福
祉
法
第
三

十
五
条
第
四
項
の
認
可
又
は
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の

認
定
を
い
う
。
第
五
項
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
た
都

道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）
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（
確
認
の
取
消
し
等
）

（
確
認
の
取
消
し
等
）

第
四
十
条

市
町
村
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

第
四
十
条

市
町
村
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
に
係
る
第
二
十
七
条
第
一
項
の
確
認
を
取
り
消
し
、
又

当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
に
係
る
第
二
十
七
条
第
一
項
の
確
認
を
取
り
消
し
、
又

は
期
間
を
定
め
て
そ
の
確
認
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で

は
期
間
を
定
め
て
そ
の
確
認
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
が
、
教
育
・
保
育
施
設
の
認
可
基
準
に
従
っ

二

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
が
、
教
育
・
保
育
施
設
の
認
可
基
準
に
従
っ

て
施
設
型
給
付
費
の
支
給
に
係
る
施
設
と
し
て
適
正
な
教
育
・
保
育
施
設
の
運
営

て
施
設
型
給
付
費
の
支
給
に
係
る
施
設
と
し
て
適
正
な
教
育
・
保
育
施
設
の
運
営

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
に
係
る
教
育
・

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
に
係
る
教
育
・

保
育
施
設
の
認
可
等
を
行
っ
た
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
等
所
在
認
定
こ
ど
も

保
育
施
設
の
認
可
等
を
行
っ
た
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
所
在
認
定
こ
ど
も
園

園
に
つ
い
て
は
当
該
指
定
都
市
等
の
長
と
し
、
指
定
都
市
等
所
在
保
育
所
に
つ
い

に
つ
い
て
は
当
該
指
定
都
市
の
長
と
し
、
指
定
都
市
等
所
在
幼
保
連
携
型
認
定
こ

て
は
当
該
指
定
都
市
等
又
は
児
童
相
談
所
設
置
市
の
長
と
す
る
。
）
が
認
め
た
と

ど
も
園
に
つ
い
て
は
当
該
指
定
都
市
等
の
長
と
し
、
指
定
都
市
等
所
在
保
育
所
に

き
。

つ
い
て
は
当
該
指
定
都
市
等
又
は
児
童
相
談
所
設
置
市
の
長
と
す
る
。
）
が
認
め

た
と
き
。

三
～
十

（
略
）

三
～
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
の
確
認
の
変
更
）

（
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
の
確
認
の
変
更
）

第
四
十
四
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
利
用
定
員
（
第
二
十
九
条
第
一
項
の
確

第
四
十
四
条

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の
確
認
に
お
い
て

認
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
利
用
定
員
を
い
う
。
第
四
十
六
条
第
三
項
第
一
号
を
除
き

定
め
ら
れ
た
利
用
定
員
を
増
加
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
内
閣
府
令

、
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
増
加
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
係
る
同
項
の
確
認
の

、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
係
る
第

変
更
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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二
十
九
条
第
一
項
の
確
認
の
変
更
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
の
責
務
）

（
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
の
責
務
）

第
四
十
五
条

（
略
）

第
四
十
五
条

（
略
）

２

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
前
項
の
申
込
み
に
係
る
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子

２

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
前
項
の
申
込
み
に
係
る
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子

ど
も
及
び
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
係
る
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
現
に
利

ど
も
及
び
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
係
る
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
現
に
利

用
し
て
い
る
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
そ
の
利
用
定
員
の
総
数
を

用
し
て
い
る
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
そ
の
利
用
定
員
（
第
二
十

超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
申
込
み

九
条
第
一
項
の
確
認
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
小

に
係
る
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
を
公
正
な
方
法
で
選
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
を
い
う
。
）
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い

い
。

て
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
申
込
み
に
係
る
満
三
歳
未
満

保
育
認
定
子
ど
も
を
公
正
な
方
法
で
選
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）

（
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
基
準
）

（
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
基
準
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
四
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

市
町
村
が
前
項
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

３

市
町
村
が
前
項
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

は
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て

は
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て

は
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。

は
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
地
域
型
保
育
事
業
に
係
る
利
用
定
員
（
第
二
十
九
条
第
一
項
の
確
認
に
お

一

特
定
地
域
型
保
育
事
業
に
係
る
利
用
定
員
（
第
二
十
九
条
第
一
項
の
確
認
に
お

い
て
定
め
る
利
用
定
員
を
い
う
。
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。

い
て
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
五
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
利
用
定
員
」

）

と
い
う
。
）
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二

（
略
）

二

（
略
）

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
を
定
め
、
又
は

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
を
定
め
、
又
は

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
及
び
同
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
を
定
め
、
又
は
変
更
し

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
及
び
同
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
す
る
と
と
も
に
、
特

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
す
る
と
と
も
に
、
特
定

定
地
域
型
保
育
の
取
扱
い
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
第
七
十
二
条
に
規
定
す
る
子
ど

地
域
型
保
育
の
取
扱
い
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
第
七
十
二
条
に
規
定
す
る
子
ど
も

も
・
子
育
て
会
議
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
子
育
て
会
議
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
）

（
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
）

第
六
十
二
条

（
略
）

第
六
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲

３

都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る

げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る

。

。

一

市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
行
う
調
整
に
関
す
る
事
項

一

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
定
員
の
設
定
に
関
す
る
第
三
十
一
条
第
三
項
及

び
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
調
整
そ
の
他
市
町
村
の
区
域

を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
行
う
調
整
に
関
す
る
事
項

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）
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